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造
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請
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、
物
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等
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買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業
務
の
委

託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
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並
び
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告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

た
か
も
り
眼
科

岩
国
市
周
東
町
下
久
原
二
四
八
〇
の
一

平
成
二
八
、
一
二
、
三
一

さ
く
ら
だ
眼
科

周
南
市
原
宿
町
四
番
二
四
号

平
成
二
九
、

四
、
三
〇

医
療
法
人
翔
健
会
お
り
た
り
ゅ

う
じ
歯
科
医
院

宇
部
市
大
字
西
岐
波
四
五
六
〇
の
六

〃

〃

〃

山
元
歯
科
医
院

岩
国
市
山
手
町
一
丁
目
九
番
一
八
号

〃

〃

〃

清
木
歯
科
医
院

光
市
三
井
六
丁
目
一
八
番
三
〇
号

〃

三
、
二
二

杜
本
歯
科
医
院

玖
珂
郡
和
木
町
和
木
四
丁
目
一
四
番
九

号

平
成
二
八
、
一
一
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

い
ち
み
や
皮
ふ
科
・
形
成
外
科

宇
部
市
鍋
倉
町
二
番
六
号

平
成
二
九
、

六
、

一

あ
じ
す
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
阿
知
須
四
五
一
五
の
一

〃

〃

〃

医
療
法
人
清
樹
会
た
か
も
り
眼

科

岩
国
市
周
東
町
下
久
原
一
一
四
七
の
七

〃

一
、

〃

さ
く
ら
だ
眼
科

周
南
市
原
宿
町
四
番
二
四
号

〃

五
、

〃

に
し
歯
科
医
院

宇
部
市
大
字
西
岐
波
四
五
六
〇
の
六

〃

〃

〃

ひ
で
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
中
央
四
丁
目
一
番
一
号

〃

〃

〃

医
療
法
人
山
元
歯
科
医
院

岩
国
市
山
手
町
一
丁
目
九
番
一
八
号

〃

〃

〃

杜
本
歯
科
医
院

玖
珂
郡
和
木
町
和
木
四
丁
目
一
四
番
九

号

平
成
二
八
、
一
二
、

〃

仁
成
堂
薬
局
阿
知
須
店

山
口
市
阿
知
須
四
五
一
五
の
一
〇

平
成
二
九
、

六
、

〃

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
薬
局

防
府
市
多
々
良
一
丁
目
八
番
三
〇
号

〃

〃

〃

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

一
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独
立
行
政
法
人
地

域
医
療
機
能
推
進

機
構
徳
山
中
央
病

院

周
南
市
孝
田
町
一

番
一
号

Ｊ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
徳
山
中

央
病
院
附
属
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

周
南
市
孝
田
町
一

番
一
号

平
成
二
九
、
六
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

土
地
改
良
区
の
名
称

認
可
年
月
日

下
関
土
地
改
良
区

平
成
二
九
、

六
、

五

下
関
市
豊
北
町
土
地
改
良
区

〃

〃

六

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七

条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の

買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業
務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入

札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資

格
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
の
申

請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

競
争
入
札
参
加
資
格

㈠

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
（
政
令
第
百
六
十
七

条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
競
争
入
札
に
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
者
以
外
の
者
で
、
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入

れ
及
び
売
払
い
に
あ
っ
て
は
契
約
の
種
類
及
び
金
額
に
応
じ
四
等
級
に
、
業
務
の
委
託
に
あ
っ
て

は
契
約
の
金
額
に
応
じ
三
等
級
（
県
庁
舎
等
の
清
掃
業
務
の
委
託
に
あ
っ
て
は
、
二
等
級
）
に
区

分
し
て
格
付
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

㈡

競
争
入
札
参
加
資
格
の
格
付
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
審
査
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
県
庁
舎
等
の
清
掃
業
務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
格
付
は
、
建
築
物
に

お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
十
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
に
お
け
る
清
掃
を
行
う
事
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下

「
建
築
物
清
掃
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

⚑

資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前

の
営
業
年
度
（
決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い

る
直
近
の
営
業
年
度
）
の
決
算
（
以
下
「
直
前
決
算
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
自
己
資
本
額

（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
と
し
、
個
人
に

あ
っ
て
は
次
年
度
繰
越
純
資
本
金
の
額
と
す
る
。
）

⚒

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
（
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を

百
分
比
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

⚓

物
品
等
の
製
造
を
主
た
る
業
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
直
前
決
算
に
お
け
る
機
械
装
置
、
車

両
運
搬
具
、
工
具
及
び
器
具
の
残
存
価
格

⚔

申
請
日
の
前
日
に
お
け
る
営
業
（
建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
清
掃
業
務
）
に
従
事
す

る
職
員
の
数

⚕

山
口
県
内
に
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
者
（
以
下
「
県
内
業
者
」
と
い

う
。
）
又
は
建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
直
前
の
六
月
一
日
に
お
け
る
障
害
者

の
雇
用
の
状
況

⚖

申
請
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
（
建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
清
掃
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

⚗

直
前
決
算
の
日
以
前
二
年
の
各
営
業
年
度
に
お
け
る
売
上
高
に
よ
り
算
出
し
た
年
間
平
均
売

上
高
（
建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
直
前
決
算
の
日
以
前
二
年
の
各
営
業
年
度
に
お
け
る

清
掃
業
務
受
託
高
に
よ
り
算
出
し
た
年
間
平
均
契
約
金
額
）

⚘

建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
申
請
日
の
属
す
る
年
度
の
直
前
の
二
年
度
間
に
お
い
て
清

掃
業
務
委
託
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
た
期
間

⚙

県
内
業
者
に
あ
っ
て
は
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十

号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
（
以
下
「
一
般
事
業
主
行
動
計

画
」
と
い
う
。
）
の
策
定
及
び
届
出
の
有
無

10

県
内
業
者
に
あ
っ
て
は
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
国
際
標
準
化
機
構
の
認

証
取
得
の
有
無

11

県
内
業
者
に
あ
っ
て
は
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
般
財
団
法
人
持
続
性

推
進
機
構
の
認
証
及
び
登
録
の
有
無

㈢

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

二
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競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
が
決
定
さ
れ
た
日
か
ら
平
成

三
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
と
す
る
。

二

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法

㈠

申
請
の
時
期
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日
以
降
随
時
と
す
る
。

㈡

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様

式
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈢

申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
権
限
を
有
す
る
本
国
の
官

憲
が
証
明
し
た
同
様
の
書
類
）
、
個
人
に
あ
っ
て
は
誓
約
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）

⚒

納
税
証
明
書
（
外
国
法
人
又
は
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
権
限
を
有
す
る
本
国
の
官
憲
が
証
明

し
た
同
様
の
書
類
）

⚓

法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
資
産
負
債
調
及
び
損

益
計
算
書

⚔

営
業
所
の
所
在
状
況
を
記
載
し
た
書
類

⚕

営
業
に
関
し
て
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
い

る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
建
築
物
清
掃
業
者
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
に
お
け
る
清
掃
を
行
う
事

業
の
登
録
証
明
書
の
写
し
）

⚖

一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
及
び
届
出
を
行
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長

に
提
出
し
た
当
該
届
出
の
写
し

⚗

一
の
㈡
の
10
に
定
め
る
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
国
際
標
準
化
機
構
の
認
証

を
取
得
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
証
に
係
る
登
録
証
の
写
し

⚘

一
の
㈡
の
11
に
定
め
る
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
般
財
団
法
人
持
続
性
推

進
機
構
の
認
証
及
び
登
録
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
証
及
び
登
録
を
証
す
る
書
面
の

写
し

⚙

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
誓
約
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）

10

⚑
か
ら
⚙
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類

㈣

申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

⚑

申
請
書
及
び
㈢
の
⚓
に
掲
げ
る
書
類
は
日
本
語
で
作
成
を
し
、
そ
の
他
の
書
類
で
外
国
語
で

記
載
さ
れ
た
も
の
は
訳
文
の
付
記
又
は
添
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

添
付
書
類
に
記
載
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条

に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
二
十
八
年
財
務
省
告
示
第
三
百
六
十

七
号
）
に
示
す
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

三

官
公
需
適
格
組
合
の
特
例

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
に
基
づ
く
事
業
協
同
組
合

で
、
山
口
県
内
に
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
を
有
し
、
か
つ
、
経
済
産
業
局
長
の
官
公
需
適
格

組
合
の
証
明
を
受
け
て
い
る
も
の
が
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
申
請

書
に
、
二
の
㈢
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
随
時
に
、
知
事
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

資
格
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
通
知
す
る
。

五

審
査
事
項
等
の
変
更
の
届
出

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
事
項
等
変
更
届
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
二
の
㈢
に
掲
げ
る
書
類
（
変
更
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

住
所

㈡

商
号
又
は
名
称

㈢

代
表
者
の
氏
名

㈣

県
と
の
取
引
を
担
当
す
る
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

㈤

代
理
人

二
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四
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別

金曜日平成 年 月 日

記

山 口 県 報 （定期） 第 号

第 号様式

新規・継続 登録番号

（表

受付番号

競 争 入 札 参 加 資

）

格 審 査 申 請 書

受 付

山口県知事 様

郵 便 番

申請者 住

商号又は名

代表者氏

（電

（ファクシ

年 月 日

号

所

称

名

話 局 番）

ミリ 局 番）

年 月 日か

る競争入札に参加したいので

なお、この申請書及び関係

ら 年 月 日ま

、競争入札参加資格の審査を

書類のすべての記載事項は、

での間において山口県が発注

関係書類を添えて申請します

事実に相違ないことを誓約し

製造の請負
買 入 れ物品等のする 借 入 れに係
売 払 い

業 務 の 委 託

。

ます。

山口県と 物品等の製造の取引を希
望する営業 大

希望順位種目及び営 番号
業比率

第 希望

第 希望

第 希望

第 希望

第 希望

の請負並びに物品等の買入れ、

分 類 小 分 類 小
種 目 番号 種 目 番号

借入れ及び売払い

分 類 小 分 類
種 目 番号 種 目 番

小 分 類 小 分 類
号 種 目 番号 種 目

業務の委託

大
希望順位

番号

第 希望

第 希望

第 希望

第 希望

（清掃業務の委託を除く。）

分 類 小 分 類 小
種 目 番号 種 目 番号

分 類 小 分 類
種 目 番号 種 目 番

小 分 類 小 分 類
号 種 目 番号 種 目

第 希望

備

清掃業務の委

営

清 掃

考

託

業 種 目 営

業 務

業比率 営 業

％

計

種 目 営業比率

％



五

山 口 県 報 （定期） 第 2870 号平成29年６月20日 火曜日平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

（裏）

（定期）報 第 号

自
額

流

機
等の
格

資格区分
己資本

動比率

械装置
残存価

区 分 取
機 械 装 置
車両運搬具
工具・器具

流動資産（
流動負債（

得 価 格 減
千円

千円）
千円）

価 償 却 額 残
千円

千円

％

存 価 格
千円

職

障
雇用

計
員数

職 員 数

人

人
常時雇用する
障害者の数

害者の
状況

左記のうち、清掃
業務従事職員数

人
清掃業務に

する資格、

等を有する

数
人 雇用状況の報告
義務の有無 有

資格、免許等の名

関係

免許

職員

・ 無 法定雇用障害者数
の基礎となる労働

称 人 数
人

人 数
人の算定

者の数

営

清
に係
年数

直
間の
均売

清

業年数 営 業 開 始 年 月

年 月

掃業務
る営業

営 業 開 始 年 月

年 月

前 年
年間平
上高

直 前 年 の

掃業務に係 直 前 年 の 契

休 業 期

年 月から 年

休 業 期

年 月から 年

売 上 高 直 前 年
千円

約 金 額 直 前 年

間 現組織への変更年

月まで 年

間 現組織への変更年

月まで 年

の 売 上 高 年 間
千円

の 契 約 金 額 年 間 平

月 営 業 年 数

月 年間

月 営 業 年 数

月 年間

平 均 売 上 高
千円

均 契 約 金 額
る直前
間平均

主行

環
ジメ
ステ

名
所

年間の年
契約金額

般事業
動計画 般事業主行動計画の

策定及び届出の有無

境マネ
ントシ
ム

環境マネジメントシステ
国際標準化機構の認証取

称
在 地

千円

ムに関する
得の有無 有 ・ 無

千円

有 ・ 無

環境マネジメントシステムに関
般財団法人持続性推進機構の
及び登録の有無

郵 便 番 号
電 話

千円

する
認証 有 ・ 無

局 番
代
名
所
代

山
口
県
と
の
取
引
を
す
る
支
店
等

名
所
代
名
所
代

表者の氏名
称

在 地
表者の氏名

称
在 地

表者の氏名
称

在 地
表者の氏名

ファクシミリ
郵 便 番 号
電 話
ファクシミリ
郵 便 番 号
電 話
ファクシミリ
郵 便 番 号
電 話
ファクシミリ

局 番

局 番
局 番

局 番
局 番

局 番
局 番

参
の期
加停止
間

注 １ 「登録番号」欄は、新規の場合は記入を要しないこと。
２ ※印欄は、記入しないこと。
３ 署名を慣習とする外国法人又は外国人にあっては、「申請者」欄への押印は要しないこと。
４ ①欄の⑵の「備考」欄は、一つの希望順位内で大分類の種目をその他とし、かつ、小分類の種目をその他とする場合にの
み、その主要な業務の内容を記入すること。
５ ④欄は、申請者が物品等の製造を主たる業とする者の場合にのみ記入すること。
６ ⑥欄は、申請者が山口県内に本店若しくは主たる事務所を有する者又は建築物清掃業者の場合にのみ記入すること。
７ ⑧欄及び⑩欄は、申請者が建築物清掃業者の場合にのみ記入すること。
８ ⑪欄及び⑫欄は、申請者が山口県内に本店又は主たる事務所を有する者の場合にのみ記入すること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４とする。



第
⚒
号
様
式

誓
約

書

年
月

日

山
口
県
知
事
様

申
請
者
住
所
氏
名

㊞

私
は
、
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

第
⚓
号
様
式

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
誓
約
書

年
月

日
山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

申
請
者
住

所
商
号
又
は
名
称

ふ
り

が
な

代
表
者
氏
名

ふ
り

が
な

㊞
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
別
表
参
加
停
止
措
置
基
準

第
15号
か
ら
第
21号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

ま
た
、
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
お
い
て
は
、
同
基
準
第
15号

か
ら
第
21号

ま
で
に
該
当
す
る
行

為
を
行
わ
な
い
こ
と
を
併
せ
て
誓
約
し
ま
す
。

業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
別
表
参
加
停
止
措
置
基
準
抜
粋

（
暴
力
団
排
除
）

15
役
員
等
又
は
有
資
格
業
者
の
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
者
が
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
⚓
年
法
律
第
77号
。
以
下
「
暴
力
団
対
策
法
」
と
い
う
。
）
第
⚒
条
第
⚒
号

に
規
定
す
る
団
体
（
以
下
「
暴
力
団
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
対
策
法
第
⚒
条
第
⚖
号
に
規
定
す
る
者

（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
の
構
成
員
で
は
な
い
が
、
暴
力
団
と
関
係
を
持
ち
な
が

ら
、
そ
の
組
織
の
威
力
を
背
景
と
し
て
暴
力
的
不
法
行
為
等
を
行
う
者
及
び
暴
力
団
に
資
金
や
武
器
を
供

給
す
る
な
ど
し
て
、
そ
の
組
織
の
維
持
、
運
営
に
協
力
し
若
し
く
は
関
与
す
る
者
（
以
下
「
暴
力
団
準
構

成
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
。

16
役
員
等
が
業
務
に
関
し
、
不
正
に
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
及
び
暴
力
団
準
構
成
員
（
以
下
「
暴
力
団
関

係
者
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

17
役
員
等
若
し
く
は
使
用
人
が
、
い
か
な
る
名
義
を
も
っ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係

者
に
対
し
て
金
銭
、
物
品
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
を
不
当
に
与
え
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

18
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。

19
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
法
人
、
組
合
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
。

20
本
県
と
締
結
し
た
委
託
契
約
又
は
物
品
調
達
等
の
契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係

者
が
経
営
又
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
等
と
知
り
な
が
ら
、
契
約
を
締
結

し
た
と
き
。

21
本
県
と
締
結
し
た
委
託
契
約
又
は
物
品
調
達
等
の
履
行
に
当
た
り
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経

営
又
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
等
と
知
り
な
が
ら
、
原
材
料
等
の
購
入
、

機
材
等
の
借
入
れ
、
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
使
用
を
し
た
と
き
。

注
申
請
時
に
お
い
て
は
、
第
15号

か
ら
第
19号

ま
で
の
規
定
中
「
役
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
、
申
請
者

の
役
員
及
び
そ
の
支
店
又
は
営
業
所
（
常
時
、
業
務
委
託
契
約
又
は
物
品
調
達
等
の
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所

を
い
う
。
）
を
代
表
す
る
者
」
と
、
第
15号

中
「
有
資
格
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
、
第
16号

中
「
使
用
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
し
て
い
る
」
と
、
第
17号

中
「
使
用
人
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
の
使
用

人
」
と
、
「
与
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
与
え
て
い
る
」
と
、
第
20号

中
「
を
締
結
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
を
締

結
し
て
い
る
」
と
、
第
21号
中
「
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
を
し
て
い
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
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第
⚔
号
様
式

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
事
項
等
変
更
届

年
月

日
山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所
商
号
又
は
名
称

ふ
り

が
な

代
表
者
氏
名

ふ
り

が
な

㊞
（
電

話
局

番
）

（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

局
番
）

下
記
の
と
お
り

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で
の
間
の
競
争

入
札
参
加
資
格
に
係
る
審
査
事
項
等
に
変
更
が
生
じ
た
の
で
、
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

記

変
更
事
項

変
更
年
月
日

変
更

の
内

容

変
更

前
変

更
後

注
署
名
を
慣
習
と
す
る
外
国
法
人
又
は
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
「
届
出
者
」
欄
へ
の
押
印
は
要
し
な
い
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

公

告

（
一
八
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

部
商
政
課
及
び
防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
防
府

所
在
地

防
府
市
鐘
紡
町
二
七

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式

会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号

池
谷

幹
男

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

若
林

辰
雄

池
谷

幹
男

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

（
一
八
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日
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か
ら
同
年
十
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と

産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
ス
ワ
イ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

山
口
市
赤
妻
町
二
五
三
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
エ
ス
ワ
イ

山
口
市
赤
妻
町
七
番
二
七
号

吉
光

貞
子

三

変
更
に
係
る
事
項

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
九
年
七
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
ス
ワ
イ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

山
口
市
赤
妻
町
二
五
三
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
エ
ス
ワ
イ

山
口
市
赤
妻
町
七
番
二
七
号

吉
光

貞
子

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
零
時
か
ら
午
後
一
二
時
ま
で

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
九
年
七
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
ス
ワ
イ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

山
口
市
赤
妻
町
二
五
三
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
エ
ス
ワ
イ

山
口
市
赤
妻
町
七
番
二
七
号

吉
光

貞
子

三

変
更
に
係
る
事
項

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
三
十
日

（
一
八
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
九
年
一
月
二
十
七
日
山
口
県
公
告
（
一
九
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
岩

国
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

部
商
政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
南
岩
国
店
（
Ａ
敷
地
）

所
在
地

岩
国
市
南
岩
国
町
三
丁
目
七
二
九
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
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名

称

フ
ジ
南
岩
国
店
（
Ｂ
敷
地
）

所
在
地

岩
国
市
南
岩
国
町
三
丁
目
八
〇
三
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
一
八
四
）
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
の
住
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
連
合
の
住
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

名
称

公
益
社
団
法
人
山
口
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
会

二

変
更
の
内
容

㈠

住
所
を
山
口
市
糸
米
二
丁
目
一
三
番
三
五
号
と
す
る
。

㈡

山
口
市
中
央
四
丁
目
三
番
六
号
に
設
置
し
た
事
務
所
を
山
口
市
糸
米
二
丁
目
一
三
番
三
五
号
に

移
転
す
る
。

三

変
更
年
月
日

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
日

（
一
八
五
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
松
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
出
来
形
確
認
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
松
市
大
字
末
武
下

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


